
＊＊＊ごみ集積場の設置等について＊＊＊ 
 

 ごみの集積場の設置等（新設・更新・修繕）をお考えの場合は、必ず事前に環境施設課にご相談くださ

い。設置場所についての協議や必要書類の提出が必要です。 

また、集積場を整備する場合、経費の一部を補助する制度があります。（要件があります。要事前協議） 

 

●手続きの流れ 

 ①集積場設置予定場所を決める  

 ↓  

 ②環境施設課に相談  

 ↓  

 必要に応じ現地調査等  

 ↓  

 事前協議終了  

 

【設置申請】※新規設置の場合  【補助金申請】 

③集積場所設置申請書の提出  ③補助金申請書の提出 

↓  ↓ 

現地確認・業者調整 

（収集ルート・設置場所等） 

 
審査、交付決定（通知） 

↓  ↓ 

④集積場の設置  ④集積場の設置 

↓  ↓ 

⑤設置完了の連絡  ⑤補助金実績報告書の提出 

↓  ↓ 

⑥収集申請書の提出  審査、現地調査、補助金確定（通知） 

↓  ↓ 

収集業者最終調整  ⑥補助金請求書の提出 

↓  ↓ 

収集開始  補助金の交付 

出雲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（抜粋） 

第 10条 一般廃棄物の収集を受けようとする土地又は建物の占有者は、相当数の世帯ごとに集積 

場所を定めなければならない。 

2 集合住宅を新築する者及び分譲宅地を開発する者は、その敷地内又は周辺の適切な場所にあらか

じめ集積場所を確保しなければならない。 

 

●ごみ集積施設整備補助金（出雲市ごみ集積施設整備補助金交付要綱に基づく） 

   ①補助条件…⑴住民自ら整備（新設・更新・修繕）し、管理するごみ集積施設であること 

         ⑵整備経費が１万円以上であること 

⑶ごみ集積場を利用する世帯が５世帯以上であること 

 ②補助金額…補助対象経費の 1/2以内。ただし、千円未満切り捨て。 

＜新設・更新の場合＞ 

⑴５世帯から１９世帯で利用する集積場…上限５万円 

⑵２０世帯以上で利用する集積場   …上限１０万円 

        ＜修繕＞ 

上限２万円 

出雲市 環境エネルギー部 環境施設課 

電話：21-6988 Fax ：21-6597 

※官地（道路・水路）の場合は、先に占用許

可が必要。 

市：道路河川維持課 

県：出雲県土整備事務所管理グループ 

※民地の場合は土地所有者の承諾が必要。 

 

 
※場所を再調整させていただく場合が 

あります。 


